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1 頁平成18年 2月13日  13時15分  作成

10 教育費

05 社会教育費

02 公民館費

生涯学習課

作　成　者：米子市５（簡略番号 ）

平成18年度 001 一般会計

当初予算

5503000000

004753

003

00

0

00

公民館施設等整備事業

前 年 度

0

10,0000000

10,00011,32912,00012,000

前 年 度

現計予算当初予算

歳出予算事業概要書

県支出金

9 旅費
11 需用費
12 役務費
13 委託料
14 使用料及び賃借料
15 10,000工事請負費
17 公有財産購入費
18 備品購入費

款

項

目

所属課ｺｰﾄﾞ

所属課名

内線番号

大事業

中事業

小事業

細事業

調整結果額
うち復活額

国庫支出金 地方債 その他 一般財源

実

施

計

画

財源内訳

部

章

節

細 節

要求額

各　課

一般財源

財源 細節款 項 目 節
本年度の財源内訳節

金 額 金 額区分
１．事業の概要と必要性

２．根拠法令

３．用地の状況

４．基本計画との関連

５．本年度の計画効果

実施計画計上額

目 的 別

性 質 別

６．財源の説明

①老朽化や自然災害などにより危険な状態となっている設備について改修をおこなう。
②その他修繕が必要な部分の整備

（１）事業計画

利用者に対し、より安全な学習環境が提供でき、住民の幅広い利用が見込める。
（２）事業効果

利用者が安心して快適に利用できるよう次のとおり公民館施設等を整備、改修する。
（１）事業の概要

⑤玄関ポーチ修繕補修工事　　　宇田川公民館
④屋外機囲いフェンス設置工事　彦名、住吉公民館
③非常階段手すり修繕工事　　　福米東、福米西、福生東公民館
②自転車小屋改修工事　　　　　加茂、富益、夜見公民館
①公民館型空調設備改修工事　　尚徳、五千石公民館

社会教育法第２１条の規定により、公民館は市町村が設置する。

一般財源のみ

会計 001 一般会計 10款 05項 02目 00300000事業 1頁


